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３ 各主体の役割 

県民、事業者、関係団体、市町、県は、その責務又は役割を自覚し、相互に連携を

図りながら協働することにより、県民総参加による環境の美化及び保全に係る運動を

展開します。 

≪県の役割≫ 

県は、市町や関係機関と連携し、基本方針に基づく環境美化施策を総合的かつ計

画的に推進します。 

このため、県民、事業者及び関係団体等の自主的、自発的な環境美化活動を促進

するための県民一斉環境美化活動促進期間の設定や、広報・啓発活動、情報の提供、

学習の振興等に取り組むとともに、廃棄物の不法投棄を防止するため、監視指導の

強化を図ります。 

また、国又は他の地方公共団体に対し、所要の措置を講ずるよう要請を行います。 

さらに、環境美化活動を県民運動として広く展開するため、その推進母体となる

「環境やまぐち推進会議」を運営します。 

≪市町の役割≫ 

市町は、県民、関係団体、事業者と日常的に深い関わりを持っていることから、

関係団体等との連絡調整や回収したごみの処理、廃棄物の不法投棄を防止するため

の監視指導や広報、啓発など、地域における環境美化活動を促進するための必要な

措置を講じるよう努めるものとします。 

また、地域独自の活動促進期間の設定やアダプト制度等の環境美化に関するボラ

ンティア活動の促進など、地域の実情に応じた措置を講じるよう努めるものとしま

す。 

やまぐちの美しい里山 

・海づくり条例 

基 本 方 針 

連  携 

環境の美化及び保全に関連する

計画・指針等 

環境美化施策の総合的な推進 

美しく快適な県づくりの推進 

（健康で文化的な生活の確保） 
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≪事業者の役割≫ 

自らの事業活動による環境への影響を配慮し、環

境美化活動等の重要性について従業員の意識の啓発

に努めるとともに、事業所や事務所周辺の清掃、美

観の保持及び回復に努めるものとします。 

また、事業所や事務所のある自治会等の清掃活動

への参加や、県及び市町が行う環境美化施策に積極

的に協力するものとします。 

≪県民の役割≫ 

県民一人ひとりが環境への負荷を極力尐なくするため、ごみの減量化やポイ捨て

の禁止、生活排水の浄化など、日常生活において環境の美化及び保全に努めるもの

とします。 

また、日常生活の中で環境美化の重要性について学び、理解を深めるとともに、

県、市町、自治会等の関係団体による地域の環境美化活動に積極的に参加するよう

努めるものとします。 

≪関係団体の役割≫ 

環境に関するＮＰＯ法人や公益法人、自治会等は、地域における環境美化活動の

実践組織として、県や市町と連携・協働しながら、地域における環境美化活動の一

層の活性化を図るとともに、関係団体間のネットワーク等を活かした広域的な取組

に努めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

多様な主体の連携・協働 

県民 

関係団体 

市町 県 

事業者 

県民総参加による環境美化活動の展開 

事業者による清掃活動 

自治会における清掃活動 （社）山口県産業廃棄物協会による清掃活動 
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第２章 環境美化活動の推進 

県民、事業者､関係団体及び行政が、美しく快適な県づくりを目指し、自主的、自発的

に環境美化活動を推進します。 

１ 広報の充実強化 

(1) 広報の方法 

県民の環境美化活動に取り組む気運の醸成と実践活動への参加を促進するため、

市町、教育機関、関係団体等との連携を図りながら、誰もが環境美化活動の情報を

入手できるよう、さまざまな方法を用いた広報、啓発を推進します。 

○行政の広報媒体やポスター、パネル、のぼり等の啓発資材による啓発 

○テレビ、ラジオ、新聞、インターネット等による情報発信 

○環境美化実践活動やイベントでの啓発、情報発信 

○民間企業と連携した情報発信 

○Ｗｅｂを活用した環境美化活動の情報ネットワークの構築 

 

(2) 広報の対象と内容 

県民をはじめ、県内に滞在・通過する者、事業者及び土地所有者等が美しい自然

や良好な景観への関心を高め、自主的な活動が展開されるよう、積極的な広報、啓

発を推進します。 

≪県民に対する啓発≫ 

全ての県民が日常生活において環境美化及び保全に配慮するとともに、積極的

な活動が実践されるよう、広報、啓発を推進します。 

○自宅周辺の自主的な環境美化活動の実践 

○３Ｒや適正処理の推進 
・ごみの正しい分別方法 

・マイバック持参等による容器包装廃棄物の削減 
・食品ロスの削減や生ごみリサイクルの推進 

・外出時に発生したごみの持ち帰り 

○県、市町が実施する環境美化施策や地域における環境美化活動への参加・協力 

○その他、本県の美観の保持及び回復に必要な事項 
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≪ドライバー・観光客等に対する啓発≫ 

県内の道路や観光地等の美観の保持及び回復のため、道路管理者、警察、旅客

運送事業者、観光事業者、観光協会等の関係機関との連携により、ドライバーや

観光客等のマナーの向上を図るための、ごみのポイ捨て防止、ごみの持ち帰り等

に関する広報、啓発を推進します。 

≪事業者に対する啓発≫ 

自らの事業活動を行うに当たり、積極的な環境美化活動が実践されるよう、広

報、啓発を推進します。 

○環境美化活動に関する従業員教育の実施 

○環境美化活動の実施、参加・協力 

・事業所や事務所周辺の環境美化活動や自社所有森林等の整備活動の実施 

・県、市町、自治会等が実施する環境美化活動への参加・協力、支援 

・ＮＰＯ法人、ボランティア団体等の環境美化活動への参加・協力、支援 

○自らが排出する廃棄物の３Ｒ・適正処理の推進 

○その他、本県の美観の保持及び回復に必要な事項 

≪海岸や河川の管理者、里山の所有者など、土地占有者等に対する啓発≫ 

土地の占有者又は管理者に対し、管理する土地へのごみの不法投棄等を防止す

るため、土地出入口の管理や清掃活動に関する広報、啓発を推進します。 

また、本県の里山、棚田、海岸等の美観を保持していくため、それぞれの占有

者又は管理者に対して、必要な取組が実践されるよう、広報、啓発を推進します。 

≪イベント主催者等に対する啓発≫ 

イベントの開催に伴うごみの発生を抑制するためには、主催者自らが環境に配

慮した取組を進めるとともに、来場者による取組への協力が必要であることから、

イベント主催者等に対して、ごみの発生防止やごみの持ち帰りなど、環境配慮型

イベントが実践されるよう、広報、啓発を推進します。 
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２ 環境教育、環境学習の推進 

平素から環境の美化・保全の意識を持ち、様々な活動等に参加し、実践する人材を育

成するため、環境教育、環境学習を推進します。 

(1) 教育機関等と連携した環境教育の推進 

実践活動への参加を促すため、市町や教育機関、環境美化活動団体等と連携し、

環境教育を推進します。 

○里山、棚田、海岸等の地域資源の美化・保全の重要

性はもとより、地域の人々の暮らしと環境の繋がり

など、伝統や文化に関する環境教育の実施 

○日韓海峡沿岸の児童・生徒や学生等による自然環境

の保全に関する学習会や意見交換会の開催 

○学校教育としての海辺での漂着ごみ調査の実施 

○水源の涵養や県土の保全など、森林の持つ多面的な機能に関する森林体験学習

の開催 

○環境に関する実践活動を行う学校（やまぐちエコリーダースクール）の取組の

普及促進 

 

(2) 幅広い県民を対象とした環境学習の推進 

環境に関して県民が幅広く関心を持ち、理解を深める機会を享受できるよう、環

境学習推進センター等と連携し、地域における環境学習を推進、支援します。 

○「環境学習指導者バンク制度」を活用した学習指導者の派遣など、地域で自主

的に行われる環境学習の支援 

○家庭、学校、地域社会等において、誰もが体験学習会

等を開催、実践できるよう、「こども環境学習プログ

ラム」や「環境学習プログラム」など、必要となる資

機材の支援 

○各種イベントにおいて、環境に関する取組を楽しみな

がら体験、学習できる場の提供 

○県職員等による県民の要望に応じた環境美化に関する

出前講座の実施 

拡 

漂着ごみの計量 

こども環境学習プログラム 
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３ 県民一斉環境美化活動促進期間の設定 

県民の意識の高揚を図り、環境美化活動を県民運動として定着させていくため、活

動促進期間を定め、幅広い実践活動を展開します。 

(1) 県民一斉環境美化活動促進期間の設定 

県民一斉環境美化活動促進期間は、県下全域を対象とした期間と地域において独自

に設定する期間を設けることにより、環境美化活動を効果的に推進します。 

≪県下全域を対象とした期間の設定≫ 

県内外から多くの来場者がある大規模イベントでは、環境美化活動への意識の醸

成、実践活動の拡大・定着が期待できることから、各年度において、大規模イベン

トの開催に合わせた活動促進期間を設定し、公表します。 

また、大規模イベントが開催されない年度においては、当該年度の重点取組を定

め、その取組内容にふさわしい期間を設定します。 

≪地域の活動を促進するための地域独自の期間の設定≫ 

これまで各地域で里山、河川、道路、海岸、港湾等を対象とした環境美化活動が

実施されており、こうした実践活動の連携、拡大を図るため、活動状況に応じた地

域独自の活動促進期間の設定に努めます。 

なお、期間の設定に当たっては、地域の主な実施主体である市町が関係機関との

連携、調整により決定し、公表するよう努めます。 

 

(2) 県民一斉環境美化活動の展開 

活動促進期間中に、より多くの県民、関係団体、事業者等の参加が得られるよう、

効果的な環境美化イベント等の開催や広報、啓発を推進します。 

○幅広い主体が連携・協働した「県下一斉クリーンアップ活動」など、活動促進期

間の趣旨に沿った取組の展開 

県下一斉クリーンアップ活動 
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○環境月間や道路ふれあい月間、河川海岸愛護月間等における道路、河川、海岸等

の美化・保全に関する取組の展開 

○日本海沿岸の関係自治体が連携・協働した海岸漂着ごみの広域的な一斉清掃活動

の実施 

○自然公園や観光地等におけるごみの持ち帰りの呼びかけや環境美化活動の実施 

○若い世代や親子などの幅広い県民の参加を促進するためのイベント形式による環境美化

活動の実施 

○学校の児童会・生徒会や部活動等による敷地周辺の清掃活動の促進 

○「小さな親切」運動など、ＮＰＯ法人、自治会、学校、事業者、関係団体等と連

携して実施する環境美化活動の促進 

 

日韓海峡海岸漂着ごみ一斉清掃 親子等が参加する環境美化活動 

道路、河川等の清掃活動 
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≪活動への助成≫ 

環境美化活動が継続して実施されるよう、各種助成制度等の周知、活用を推進し

ます。 

○各種団体等が行う環境美化活動やボランティア保険等への助成制度の周知と効

果的な活用の促進 

○環境美化活動に継続して取り組む団体への支援 

 

≪学生等による自主的な活動の促進、支援≫ 

学生等の若者による地域での環境美化活動が促進されるよう、関係団体等と連携

し、実践活動等の取組を支援します。 

○県内の大学等で構成するエコキャンパス取組促進協議会との連携による学生等

の自主的な環境美化活動への支援 

○環境に関する実践活動を行う学校（やまぐちエコリーダースクール）の取組の

普及促進 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 顕彰の実施 

美観の保持及び回復に積極的に取り組み、他の模範となる住民、団体等を顕彰する

ことにより、意識の醸成と、自主的な環境美化の活動を促進します。 

 

 

 

児童・生徒による環境美化活動（やまぐちエコリーダースクールの取組） 

− 10 − − 11 −



− 10 − − 11 −





 

 

 

 

参考資料  

 

○「美しい里山・海づくりに関する基本方針」策定の経緯 

○やまぐちの美しい里山・海づくり条例 

○美しい里山・海づくりに関する基本方針検討懇話会設置要綱 

○用語解説 
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やまぐちの美しい里山・海づくり条例 

平成２２年１２月２１日 

山 口 県 条 例 第 ４ ２ 号 

私たちのふるさと山口県は、温暖な気候のもと、緑あふれる中国山地、数多く

の清流、日本海、響灘、瀬戸内海と三方に開けた海など、多彩で豊かな自然に恵

まれている。 

とりわけ、本県の中山間地域に広がる里山は、人と自然が共存する日本の原風

景とも言える貴重な水源と伝統に支えられ営々と築かれてきたたたずまいを残し、

棚田に代表されるように、全国に誇るべき本県のかけがえのない財産である。 

また、本県周辺の海域は、国立公園又は国定公園に指定された美しい景観を構

成する多くの島々や海岸線に加え、海流や岩礁など自然的条件に恵まれているこ

とから、魚類が豊富であり、長く水産県の名をほしいままにしてきた。 

このような多彩で豊かな自然は、豊かで潤いのある県民生活を確保するための

地産地消を推進する上で、農林水産業をはじめとするふるさと産業の重要な生産

基盤となっている。 

こうした恵み豊かな美しい自然や良好な景観は、快適な生活環境を確保しよう

とする先人の日々の取組の積み重ねによって培われてきたものであり、高齢化が

進み、止むことのない人口減尐に悩まされる時代にありながらも、こうした環境

を営々と守ってきた取組の記憶と併せて将来の世代に引き継いでいくことは、現

在を生きる私たちの使命である。 

しかしながら、近年、里山における廃棄物の不法投棄は、美しい景観を損ねる

だけでなく、水源の水質の悪化を招くなど、私たちの生活環境に影響を及ぼして

いる。一方、海洋漂流ごみ、海岸漂着ごみ及び海底堆積ごみの増大は、美しい自

然や良好な景観への影響ばかりか、漁獲の妨げとなるなど水産業に深刻な影響を

及ぼしており、その発生の抑制と円滑な処理は、今や周辺国と連携して取り組ま

なければならない国際的な課題となっている。 

このため、私たち一人一人が、ふるさとの美しい自然や良好な景観がかけがえ

のない財産であることを深く認識しつつ、身近な日常生活の中で環境の美化の取

組を実践するとともに、県民、事業者、関係団体、市町及び県が協働して、環境

の保全及び再生に寄与することを旨として、豊かで美しい県土づくりを推進して

いくことが極めて重要となっている。 

ここに私たちは、すべての県民が一体となって、県民総参加による環境の美化
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及び保全に係る運動を展開するとともに、限りある環境の中で、環境への負荷の

尐ない持続的な発展が可能な社会を構築することにより、健全で恵み豊かな快適

環境県やまぐちの創造を目指していくことを決意し、この条例を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的）  

第１条 この条例は、美しく快適な山口県づくりについて、基本理念を定め、特

に環境の美化の推進に関し必要な事項を定めることにより、県、市町、事業者、

県民等及び関係団体が一体となって美しく快適な山口県づくりを推進し、もっ

て現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とす

る。 

（定義）  

第２条 この条例において「県民等」とは、県民、県内に滞在する者及び県内を

通過する者をいう。 

２ この条例において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。 

３ この条例において「美観」とは、美しい自然及び良好な景観をいう。 

４ この条例において「里山」とは、人が日常生活を営んでいる地域に隣接し、

又は近接する土地のうち、人が維持管理し、若しくはかつてしていた一団の樹

林地又はこれと草地、湿地、水辺地その他これらに類する状況を呈している土

地とが一体となっているものをいう。 

（基本理念）  

第３条 美しく快適な山口県づくりは、自らが行うという認識の下に、県、市町、

事業者、県民等及び関係団体が、その責務又は役割を自覚して遂行することに

より行われなければならない。 

２ 美しく快適な山口県づくりは、県、市町、事業者、県民等及び関係団体が、

相互に連携を図りながら協働することにより行われなければならない。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

美しく快適な山口県づくり、とりわけ環境の美化の推進に関する総合的な施策

（以下「環境美化施策」という。）を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、環境美化施策を推進するため、市町と連携を図るとともに、市町が行

う環境美化施策について、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援に努め

るものとする。 
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３ 県は、環境美化施策を推進するため、必要に応じ、国又は他の地方公共団体

に対し、意見を述べ、又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、美

観の保持及び回復に努めるとともに、これらに関する従業者の意識の啓発に努

め、県及び市町が行う環境美化施策に協力するよう努めるものとする。 

（県民等の責務） 

第６条 県民等は、基本理念にのっとり、地域の環境の美化に関する活動（以下

「環境美化活動」という。）を自ら進んで行うとともに、県及び市町が行う環境

美化施策に協力するよう努めるものとする。 

 

第二章 環境の美化の推進 

（美観の保持及び回復並びに廃棄物の投棄の禁止） 

第７条 何人も、里山、湖沼、海岸、海洋その他公共の場所の美観の保持及び回

復に努めなければならない。 

２ 何人も、水源及び水源に影響があると認められる地域の保護に努めなければ

ならない。 

３ 何人も、里山、湖沼、海岸、海洋、水源その他公共の場所においてみだりに

廃棄物を捨ててはならない。 

（基本方針） 

第８条 知事は、環境美化施策を推進するための基本方針を策定しなければなら

ない。 

２ 前項に規定する基本方針（以下「基本方針」という。）には、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

 一 環境の美化についての広報に関する事項 

 二 環境の美化の推進体制に関する事項 

 三 前二号に掲げるもののほか、環境の美化に関し必要な事項 

３ 知事は、基本方針を定めるに当たっては、県民の意見を反映することができ

るよう必要な措置を講ずるものとする。 

４ 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

− 18 − − 19 −



- 19 - 
 

（環境美化活動の支援） 

第９条 県は、県民等及び関係団体が自発的に行う環境美化活動が促進されるよ

うに、必要な支援を行うものとする。 

（環境美化活動の連携協力体制） 

第１０条 知事は、美観の保持及び回復のため必要があると認めるときは、事業

者及び関係団体との間において、次に掲げる事項について、環境美化活動の連

携協力体制を整備することができる。 

 一 環境美化活動に関する県民等の意識の啓発に関する事項 

 二 県民等と連携して行う環境美化活動に関する事項 

 三 前二号に掲げるもののほか、環境美化活動に関する事項 

（県民一斉環境美化活動促進期間） 

第１１条 県は、美観の保持及び回復に対する事業者及び県民等の関心及び理解

を深めるため、県民一斉環境美化活動促進期間を設ける。 

２ 県は、県民一斉環境美化活動促進期間の趣旨にふさわしい事業を実施するも

のとする。 

（学習の振興等） 

第１２条 県は、美観の保持及び回復並びにその取組の歴史に対する事業者及び

県民等の関心及び理解を深めるため、学習の振興及び広報活動の充実を図るも

のとする。 

（啓発） 

第１３条 知事は、環境美化施策を推進するため必要があると認めるときは、事

業者及び県民等に対し、啓発を行うことができる。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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美しい里山・海づくりに関する基本方針検討懇話会設置要綱 

（設置） 

第１条 やまぐちの美しい里山・海づくり条例に基づく基本方針（以下、「基

本方針」という。）の策定に当たり、県民の多様な意見を反映するため、

やまぐちの美しい里山・海づくり条例に基づく基本方針検討懇話会（以下

「懇話会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 懇話会は、基本方針その他本県の環境美化に関する基本的事項につ

いて調査審議する。 

（組織） 

第３条 懇話会は、委員１０人で組織する。 

２ 委員は、環境美化活動について識見を有する者のうちから、知事が委嘱

する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成２４年３月３１日までとする。 

（会長） 

第５条 懇話会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名

する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 懇話会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、

その意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 懇話会の庶務は、環境生活部環境政策課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営について必要な事項

は、会長が懇話会に諮って定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年５月３１日から施行する。 
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